
〈全国 SLA 学校図書館サポート委員会〉 

＜学校図書館担当者のための基礎知識 No.8＞                                   2023 年 3 月 20 日 

 Ｎｏ．8 「学校図書館ガイドライン」における学校図書館担当者関連記述  

 

2016 年 11 月に文部科学省から通知された「学校図書館の整備充実について（通知）」において「学校図書館ガイド

ライン」※が示された。 「学校図書館ガイドライン」は，学校図書館の運営上の重要な事項についてその望ましい在り方を

示すものであり，次の 7 領域から成る。 

（1）学校図書館の目的・機能 （2）学校図書館の運営 （3）学校図書館の利活用 （4）学校図書館に携わる教職員等 

（5）学校図書館における図書館資料 （6）学校図書館の施設 （7）学校図書館の評価 

※https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1380599.htm （文部科学省 WEB サイト内） 

 

以下は，学校図書館担当者に関する記述の抜粋である。 

 

（2）学校図書館の運営 

 校長は，学校図書館の館長としての役割も担っており，校長のリーダーシップの下，学校経営方針の具現化に

向けて，学校は学校種，規模，児童生徒や地域の特性なども踏まえ，学校図書館全体計画を策定するとともに，

同計画等に基づき，教職員の連携の下，計画的・組織的に学校図書館の運営がなされるよう努めることが望ま

しい。例えば，教育委員会が校長を学校図書館の館長として指名することも有効である。 

（4）学校図書館に携わる教職員等 

 校長は，学校教育における学校図書館の積極的な利活用に関して学校経営方針・計画に盛り込み，その方針

を教職員に対し明示するなど，学校図書館の運営・活用・評価に関してリーダーシップを強く発揮するよう努め

ることが望ましい。 

 学校図書館がその機能を十分に発揮するためには，司書教諭と学校司書が，それぞれに求められる役割・職

務に基づき，連携・協力を特に密にしつつ，協働して学校図書館の運営に当たるよう努めることが望ましい。具

体的な職務分担については，各学校におけるそれぞれの配置状況等の実情や学校全体の校務のバランス等

を考慮して柔軟に対応するよう努めることが望ましい。 

 司書教諭は，学校図書館の専門的職務をつかさどり，学校図書館の運営に関する総括，学校経営方針・計画

等に基づいた学校図書館を活用した教育活動の企画・実施，年間読書指導計画・年間情報活用指導計画の

立案，学校図書館に関する業務の連絡調整等に従事するよう努めることが望ましい。また，司書教諭は，学校

図書館を活用した授業を実践するとともに，学校図書館を活用した授業における教育指導法や情報活用能力

の育成等について積極的に他の教員に助言するよう努めることが望ましい。 

 学校司書は，学校図書館を運営していくために必要な専門的・技術的職務に従事するとともに，学校図書館を

活用した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員とともに進めるよう努めることが望ましい。具体的には，

1 児童生徒や教員に対する「間接的支援」に関する職務，2 児童生徒や教員に対する「直接的支援」に関する

職務，3 教育目標を達成するための「教育指導への支援」に関する職務という 3 つの観点に分けられる。 

 また，学校司書がその役割を果たすとともに，学校図書館の利活用が教育課程の展開に寄与するかたちで進

むようにするためには，学校教職員の一員として，学校司書が職員会議や校内研修等に参加するなど，学校の

教育活動全体の状況も把握した上で職務に当たることも有効である。 

（7）学校図書館の評価 

 学校図書館の運営の改善のため，PDCA サイクルの中で校長は学校図書館の館長として，学校図書館の評

価を学校評価の一環として組織的に行い，評価結果に基づき，運営の改善を図るよう努めることが望ましい。 

 


